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リ
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お
け
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申
告
情
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保
護
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歴
史
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ア
メ
リ
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内
国
歳
入
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典
六
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三
条
の
概
要

4　

わ
が
国
の
現
状
と
課
題

5　

お
わ
り
に

1　

は
じ
め
に

二
〇
一
三
年
五
月
に
成
立
し
た
い
わ
ゆ
る
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
法
（
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す

る
法
律
）
に
基
づ
き
、
二
〇
一
五
年
一
〇
月
以
降
、
社
会
保
障
制
度
等
と
共
通
す
る
社
会
保
障
・
税
番
号
が
国
民
一
人
ひ
と
り
に
通
知
さ

れ
、
二
〇
一
六
年
一
月
か
ら
そ
の
利
用
が
開
始
さ
れ
た
。
こ
の
番
号
に
よ
っ
て
同
一
納
税
者
の
所
得
を
正
確
に
ま
と
め
て
把
握
す
る
こ
と
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（
名
寄
せ
）
が
可
能
と
な
る
が
、
そ
の
一
方
で
、
納
税
者
に
関
す
る
広
範
な
情
報
が
租
税
行
政
庁
に
集
中
す
る
こ
と
に
な
る
た
め
、
租
税
情

報
の
保
護
が
こ
れ
ま
で
以
上
に
重
要
と
な
っ
て
く
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
い
ち
早
く
納
税
者
番
号
制
度
を
導
入
し
た
ア
メ
リ

カ
で
は
、
内
国
歳
入
法
典
の
中
に
規
定
を
置
い
て
、
租
税
情
報
（
申
告
情
報
）
の
保
護
を
図
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
ア
メ
リ

カ
の
制
度
を
紹
介
す
る
と
と
も
に
、
わ
が
国
の
現
状
と
課
題
に
つ
い
て
若
干
の
検
討
を
行
う
こ
と
と
し
た
い
。
な
お
、
租
税
情
報
は
、
納

税
者
個
人
に
関
す
る
情
報
と
租
税
行
政
庁
の
執
行
に
関
す
る
情
報
に
大
別
さ
れ
る
が）（
（

、
租
税
情
報
の
保
護
が
問
題
と
な
る
の
は
前
者
で
あ

る
こ
と
か
ら
、
本
稿
で
は
、
前
者
を
考
察
の
対
象
と
す
る
。

2　

ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
申
告
情
報
の
保
護
の
歴
史

南
北
戦
争
の
戦
費
を
調
達
す
る
た
め
に
、
一
八
六
一
年
に
初
め
て
連
邦
所
得
税
が
導
入
さ
れ
た
が
、
そ
の
時
に
は
、
申
告
情
報
が
公
衆

の
閲
覧
に
供
さ
れ
る
こ
と
が
予
定
さ
れ
て
い
た）（
（

。
こ
の
規
定
は
施
行
さ
れ
ず
に
廃
止
さ
れ
一
八
六
二
年
に
修
正
が
加
え
ら
れ
て
再
制
定
さ

れ
た
が）（
（

、
申
告
情
報
の
公
開
に
つ
い
て
は
、
納
税
者
の
名
前
と
納
税
義
務
額
の
閲
覧
を
認
め
、
そ
の
リ
ス
ト
が
新
聞
広
告
や
公
共
の
場
所

で
の
掲
示
に
よ
っ
て
公
表
さ
れ
る
旨
の
規
定
が
置
か
れ
た）（
（

。
一
八
六
四
年
の
改
正
で
は
、
さ
ら
に
閲
覧
の
範
囲
が
広
が
り
、
要
請
す
る
す

べ
て
の
人
に
申
告
書
の
閲
覧
が
許
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た）（
（

。
こ
の
よ
う
に
連
邦
所
得
税
の
導
入
当
初
に
お
い
て
、
申
告
情
報
は
一
般
に
公

開
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
理
由
は
、
当
時
は
調
査
を
行
う
た
め
の
政
府
組
織
が
十
分
に
整
備
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
た
め
、
納
税

者
に
納
税
義
務
と
納
税
額
を
知
ら
せ
て
徴
収
を
容
易
に
す
る
こ
と
と）（
（

、
公
衆
の
監
視
に
よ
っ
て
不
正
な
税
逃
れ
を
防
止
す
る
こ
と
に
あ
っ

た
）
（
（

。
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申
告
書
が
閲
覧
可
能
に
な
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
主
要
な
新
聞
各
紙
が
有
名
人
の
申
告
書
の
詳
細
を
掲
載
す
る
よ
う
に
な
っ
た）（
（

。
こ

れ
に
対
し
て
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
保
護
の
観
点
か
ら
公
開
に
反
対
す
る
意
見
が
強
く
な
り
、
合
衆
国
議
会
で
は
、
下
院
議
員
で
後
に
大
統

領
と
な
っ
た
ガ
ー
フ
ィ
ー
ル
ド
が
新
聞
で
申
告
情
報
が
公
開
さ
れ
る
こ
と
に
異
議
を
唱
え
た）（
（

。
こ
の
よ
う
な
反
対
意
見
を
反
映
し
て
、

一
八
七
〇
年
に
申
告
情
報
の
公
開
が
禁
止
さ
れ）（（
（

、
さ
ら
に
所
得
税
そ
の
も
の
が
一
八
七
二
年
で
廃
止
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た）（（
（

。

一
八
九
四
年
に
連
邦
所
得
税
が
再
度
導
入
さ
れ
た
が）（（
（

、
そ
こ
で
は
、
申
告
情
報
の
公
開
は
違
法
と
さ
れ
、
そ
の
違
反
に
対
し
て
罰
則
が

設
け
ら
れ
た）（（
（

。
し
か
し
、
こ
の
連
邦
所
得
税
は
、
一
八
九
五
年
に
連
邦
最
高
裁
判
所
に
よ
っ
て
違
憲
の
判
決
が
下
さ
れ
た）（（
（

こ
と
に
よ
っ
て

廃
止
さ
れ
た
。

一
九
〇
九
年
に
、
法
人
の
所
得
に
課
税
す
る
法
人
消
費
税
（Corporate Excise T

ax

）
が
導
入
さ
れ
た）（（
（

。
一
八
九
四
年
の
連
邦
所
得
税

で
は
、
個
人
に
加
え
て
法
人
も
対
象
と
さ
れ
た
が
申
告
情
報
は
非
公
開
と
さ
れ
て
い
た
の
に
対
し
て
、
一
九
〇
九
年
の
法
人
税
で
は
申
告

書
は
公
的
記
録
（public records

）
と
さ
れ
閲
覧
に
供
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た）（（
（

。
そ
の
理
由
は
、
当
時
、
法
人
に
対
す
る
不
信
感
が
広
ま
っ

て
い
た
た
め
、
法
人
に
つ
い
て
詳
細
な
情
報
公
開
が
必
要
で
あ
る
と
の
意
見
が
強
か
っ
た
こ
と
に
よ
る）（（
（

。
こ
れ
に
対
し
て
、
小
規
模
法
人

と
大
規
模
法
人
と
で
は
状
況
が
異
な
る
と
し
て
小
規
模
法
人
の
側
か
ら
申
告
情
報
の
公
開
に
対
し
て
強
い
反
対
が
起
こ
っ
た）（（
（

。そ
の
結
果
、

こ
の
規
定
は
、
一
九
一
〇
年
に
修
正
さ
れ
、
大
統
領
の
許
可
が
あ
る
場
合
に
の
み
閲
覧
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
た）（（
（

。

合
衆
国
憲
法
一
六
条
が
合
衆
国
に
よ
る
所
得
税
の
賦
課
を
認
め
る
よ
う
に
修
正
さ
れ
た）（（
（

の
を
受
け
て
、
一
九
一
三
年
に
、
個
人
と
法
人

の
両
方
を
対
象
と
す
る
連
邦
所
得
税
が
導
入
さ
れ
た）（（
（

。
申
告
書
の
公
開
に
つ
い
て
は
、
一
九
一
〇
年
の
規
定
と
同
様
の
規
定
が
置
か
れ

た
。
す
な
わ
ち
、
申
告
書
は
公
的
記
録
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
、
財
務
長
官
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
大
統
領
に
よ
っ
て
是
認
さ
れ
た
ル
ー
リ
ン

グ
（ruling

）
及
び
規
定
（regulation

）
の
も
と
で
、
大
統
領
の
命
令
に
基
づ
い
て
の
み
申
告
書
は
閲
覧
可
能
と
さ
れ
た）（（
（

。
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一
九
一
三
年
の
規
定
に
よ
っ
て
、
申
告
書
は
原
則
と
し
て
非
公
開
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
後
も
公
開
す
べ
き
と
い
う
意
見
は
根

強
く
残
り
、
一
九
二
四
年
に
は
、
公
開
支
持
派
の
議
員
が
不
正
な
申
告
を
防
ぐ
こ
と
を
主
な
理
由
と
し
て
申
告
情
報
の
完
全
な
公
開
を
主

張
し
た）（（
（

。
そ
の
結
果
、
完
全
な
公
開
は
実
現
し
な
か
っ
た
が
、
納
税
者
の
名
前
・
住
所
と
納
税
額
を
含
む
納
税
者
の
リ
ス
ト
が
公
開
さ
れ

る
こ
と
と
な
っ
た）（（
（

。
し
か
し
、
そ
の
二
年
後
に
、
大
統
領
及
び
財
務
長
官
が
、
納
税
者
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
と
納
税
者
リ
ス
ト
の
悪
用
を
懸

念
し
て
公
開
に
強
く
反
対
し
た
こ
と
を
受
け
て）（（
（

、
こ
の
規
定
は
廃
止
さ
れ
た）（（
（

。

一
九
三
四
年
に
再
び
議
会
に
お
い
て
申
告
書
の
公
開
が
強
く
主
張
さ
れ
た
。
き
っ
か
け
と
な
っ
た
の
は
、
上
院
議
会
の
調
査
に
よ
っ
て

明
ら
か
に
さ
れ
た
所
得
税
の
脱
税
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
で
あ
っ
た）（（
（

。
脱
税
や
租
税
回
避
を
防
ぐ
た
め
に
は
、
申
告
書
の
完
全
な
公
開
が
必
要
で

あ
る
と
い
う
の
が
公
開
支
持
派
の
意
見
で
あ
っ
た）（（
（

。
こ
れ
を
受
け
て
、
議
会
は
、
納
税
者
の
名
前
、
住
所
、
総
所
得
金
額
、
所
得
控
除
、

純
所
得
、
税
額
控
除
、
納
税
義
務
額
を
記
載
し
た
ピ
ン
ク
色
の
票
を
申
告
書
に
添
付
さ
せ
、
こ
の
票
を
公
開
す
る
と
い
う
旨
の
規
定
を
制

定
し
た）（（
（

。
し
か
し
、
票
の
公
開
に
対
し
て
は
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
を
侵
害
す
る
こ
と
と
、
法
人
の
場
合
に
は
競
争
相
手
に
有
益
な
情
報
を
与

え
て
し
ま
う
こ
と
を
理
由
と
し
て
大
き
な
反
対
が
起
こ
り
、
こ
の
規
定
は
施
行
さ
れ
る
前
に
廃
止
さ
れ
た）（（
（

。
こ
れ
以
降
、
一
九
七
六
年
ま

で
は
大
き
な
変
更
は
な
か
っ
た
。

一
九
一
三
年
以
降
、
申
告
書
の
公
衆
に
対
す
る
開
示
は
認
め
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
が
、
そ
の
一
方
で
、
他
の
行
政
機
関
や
国
家
機
関
に

対
す
る
開
示
は
大
統
領
の
許
可
に
よ
っ
て
広
く
認
め
ら
れ
て
き
た）（（
（

。
申
告
書
の
情
報
は
、
他
の
行
政
機
関
や
国
家
機
関
に
と
っ
て
貴
重
で

あ
っ
た
た
め
、
開
示
数
は
莫
大
な
数
に
上
り
、
申
告
書
は
一
般
化
さ
れ
た
政
府
資
産
で
あ
り
、
内
国
歳
入
庁
は
図
書
館
で
あ
る
と
ま
で
称

さ
れ
て
い
た）（（
（

。
こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
生
じ
た
の
が
ニ
ク
ソ
ン
大
統
領
に
よ
る
申
告
情
報
の
不
正
利
用
事
件
で
あ
っ
た
。
ニ
ク
ソ
ン
大

統
領
は
、
政
治
目
的
の
た
め
に
、
あ
る
特
定
の
人
物
の
申
告
情
報
の
公
開
を
内
国
歳
入
庁
に
要
求
し
て
い
た）（（
（

。
こ
の
事
件
を
発
端
と
し
て
、
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三
一
七

一
九
七
六
年
租
税
改
革
法
に
よ
っ
て
大
幅
な
改
正
が
行
わ
れ
、
申
告
情
報
の
保
護
の
強
化
を
図
る
た
め
に
内
国
歳
入
法
典
六
一
〇
三
条
に

詳
細
な
規
定
が
置
か
れ
た
。

3　

ア
メ
リ
カ
内
国
歳
入
法
典
六
一
〇
三
条
の
概
要

（
（
）　

総
説

内
国
歳
入
法
典
六
一
〇
三
条
（
以
下
「
六
一
〇
三
条
」
と
い
う
）
で
は
、基
本
原
則
と
し
て
、申
告
書
（return

）
及
び
申
告
関
連
情
報
（return 

inform
ation

）
は
秘
密
（confidential
）
と
さ
れ
、
同
条
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
た
例
外
を
除
い
て
、
連
邦
政
府
の
職
員
は
申
告
書
及
び
申
告

関
連
情
報
を
開
示
し
て
は
な
ら
な
い
と
規
定
す
る）（（
（

。
従
前
は
、
申
告
書
は
公
的
記
録
と
さ
れ
て
い
た
の
と
全
く
逆
の
原
則
が
採
ら
れ
た
。

も
っ
と
も
、
行
政
機
関
や
国
家
機
関
に
と
っ
て
、
申
告
情
報
の
開
示
は
必
要
で
あ
る
た
め
、
六
一
〇
三
条
は
除
外
規
定
を
置
い
て
開
示
が

認
め
ら
れ
る
場
合
を
多
く
認
め
て
い
る）（（
（

。
こ
の
よ
う
な
制
度
を
採
っ
た
の
は
、
国
民
の
権
利
と
し
て
保
護
さ
れ
る
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
が
含
ま

れ
た
情
報
に
対
す
る
行
政
機
関
等
の
必
要
性
と
、
申
告
納
税
制
度
の
遵
守
の
継
続
性
に
与
え
る
開
示
の
影
響
と
の
バ
ラ
ン
ス
を
保
つ
た
め

で
あ
っ
た）（（
（

。
ま
た
、
六
一
〇
三
条
の
遵
守
を
保
障
す
る
た
め
、
開
示
件
数
等
の
報
告
義
務）（（
（

や
罰
則）（（
（

が
定
め
ら
れ
て
い
る
。

（
（
）　

保
護
さ
れ
る
情
報

六
一
〇
三
条
は
、
同
条
の
対
象
と
な
る
情
報
に
つ
い
て
、
申
告
書
、
申
告
関
連
情
報
、
納
税
者
申
告
関
連
情
報
（taxpayer return 

inform
ation

）
の
三
つ
に
分
け
て
、
そ
れ
ぞ
れ
定
義
を
置
い
て
い
る
。
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ま
ず
、
申
告
書
は
、
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
納
税
申
告
書
も
し
く
は
情
報
報
告
書
、
予
定
納
税
書
、
内
国
歳
入
法
典
の
も
と
で
要
求
さ
れ
る

又
は
許
さ
れ
る
還
付
申
告
書
を
意
味
す
る
と
定
義
さ
れ
て
い
る）（（
（

。
ま
た
、
こ
の
申
告
書
に
は
、
あ
ら
ゆ
る
修
正
、
補
足
明
細
書
、
添
付
書

類
が
含
ま
れ
る
。

次
に
、
申
告
関
連
情
報
に
は
、
納
税
者
の
身
元
（
名
前
、
住
所
、
納
税
者
識
別
番
号
））

（（
（

、
そ
の
者
の
所
得
の
性
質
、
源
泉
も
し
く
は
金
額
、

経
費
、
収
入
、
所
得
控
除
、
純
資
産
、
租
税
債
務
、
未
納
税
額
な
ど
、
内
国
歳
入
庁
が
申
告
書
等
に
関
し
て
受
け
取
っ
た
又
は
用
意
し
た

デ
ー
タ
、
申
告
書
の
調
査
に
関
す
る
情
報）（（
（

、
あ
ら
ゆ
る
内
国
歳
入
庁
の
文
書
確
認
や
裏
付
け
フ
ァ
イ
ル
資
料
（
内
国
歳
入
法
典
六
一
一
〇
条

で
開
示
が
要
求
さ
れ
る
も
の
を
除
く
））

（（
（

、
納
税
者
と
内
国
歳
入
庁
と
の
間
で
の
あ
ら
ゆ
る
合
意
、
そ
の
裏
付
け
情
報
や
合
意
要
請）（（
（

が
含
ま
れ
る

と
規
定
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
連
邦
最
高
裁
判
例
は
、
特
定
の
納
税
者
に
関
係
し
な
い
又
は
特
定
の
納
税
者
を
識
別
で
き
な
い
種
類
の
情

報
は
申
告
関
連
情
報
に
含
ま
れ
な
い
と
す
る）（（
（

。

最
後
に
、
納
税
者
申
告
関
連
情
報
に
つ
い
て
は
、
前
述
の
申
告
関
連
情
報
の
中
で
、
納
税
者
に
よ
っ
て
又
は
納
税
者
の
た
め
に
内
国
歳

入
庁
に
申
告
又
は
提
供
さ
れ
た
納
税
者
に
関
す
る
も
の
を
い
う
と
定
義
さ
れ
て
い
る）（（
（

。
そ
の
例
と
し
て
は
、
納
税
者
の
代
理
人
（
弁
護
士

や
会
計
士
な
ど
）
に
よ
っ
て
申
告
書
の
調
査
に
関
連
し
て
内
国
歳
入
庁
に
提
供
さ
れ
る
デ
ー
タ
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る）（（
（

。
こ
の
タ
イ
プ
の
情

報
に
対
し
て
は
、
第
三
者
か
ら
内
国
歳
入
庁
が
収
集
し
た
情
報
よ
り
も
高
い
秘
密
性
を
与
え
る
必
要
が
あ
る
た
め
に
、
申
告
関
連
情
報
と

は
別
に
定
義
が
置
か
れ
た）（（
（

。

（
（
）　

私
人
へ
の
開
示

納
税
者
本
人
と
申
告
書
に
重
大
な
利
害
関
係
を
も
つ
他
者
に
は
、申
告
書
の
閲
覧
又
は
開
示
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
個
人
の
申
告
書
は
、
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納
税
者
自
身
、子
供
税
（
両
親
の
所
得
税
率
が
高
く
、子
供
が
一
八
歳
未
満
の
場
合
に
、子
供
の
不
労
所
得
に
両
親
の
所
得
税
率
と
同
じ
税
率
で
課
す
税
）

を
計
算
す
る
必
要
が
あ
る
場
合
の
子
供）（（
（

、
遺
産
税
申
告
の
場
合
の
受
益
者）（（
（

、
遺
言
執
行
者
と
後
見
人）（（
（

、
夫
婦
が
各
自
の
所
得
を
合
算
し
て

提
出
す
る
共
同
申
告
書
の
場
合
の
配
偶
者）（（
（

に
対
し
て
開
示
さ
れ
る
。

法
人
の
申
告
書
は
、
社
長
又
は
取
締
役
会
に
よ
っ
て
権
限
を
授
与
さ
れ
た
者
と
、
一
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
の
株
式
を
有
す
る
株
主
に
対
し

て
開
示
さ
れ
る）（（
（

。
Ｓ
法
人
の
申
告
書
は
、
所
有
割
合
に
か
か
わ
ら
ず
、
す
べ
て
の
株
主
に
、
ま
た
、
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
の
申
告
書
も
す

べ
て
の
パ
ー
ト
ナ
ー
に
開
示
さ
れ
る）（（
（

。

ま
た
、
内
国
歳
入
庁
が
納
税
者
の
要
請
に
基
づ
い
て
納
税
者
が
指
名
す
る
者
に
対
し
て
申
告
関
連
情
報
を
開
示
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
て

い
る）（（
（

。（
（
）　

連
邦
政
府
及
び
州
政
府
の
租
税
行
政
機
関
へ
の
開
示

租
税
の
賦
課
徴
収
と
租
税
政
策
の
立
案
の
た
め
に
検
査
や
公
開
を
職
務
と
す
る
財
務
省
職
員
に
対
す
る
申
告
書
及
び
申
告
関
連
情
報
の

開
示
は
認
め
ら
れ
て
い
る）（（
（

。

一
定
の
制
限
を
条
件
と
し
て
、
州
の
租
税
法
を
執
行
す
る
必
要
の
限
度
で
州
の
租
税
当
局
に
も
開
示
が
認
め
ら
れ
て
い
る）（（
（

。
連
邦
所
得

税
に
基
づ
く
所
得
税
を
課
し
て
い
る
州
で
は
、
納
税
者
に
連
邦
所
得
税
の
申
告
書
の
一
部
又
は
全
部
の
コ
ピ
ー
を
添
付
す
る
こ
と
を
要
求

し
て
い
る
こ
と
が
あ
る
が
、
州
の
申
告
書
に
含
ま
れ
る
連
邦
の
申
告
書
及
び
申
告
情
報
の
秘
密
を
保
護
す
る
法
を
導
入
し
て
い
な
い
場
合

に
は
、
そ
の
州
に
は
申
告
書
及
び
申
告
関
連
情
報
は
開
示
さ
れ
な
い）（（
（

。

司
法
省
の
職
員
に
対
す
る
申
告
書
及
び
申
告
関
連
情
報
の
開
示
も
認
め
ら
れ
て
い
る
が
、
租
税
行
政
事
件
に
お
け
る
連
邦
大
陪
審
及
び
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他
の
司
法
手
続
に
限
定
さ
れ
て
い
る）（（
（

。
ま
た
、
申
告
書
及
び
申
告
関
連
情
報
は
、
租
税
行
政
に
関
す
る
連
邦
・
州
の
司
法
手
続
又
は
行
政

手
続
に
お
い
て
開
示
さ
れ
る）（（
（

。
い
ず
れ
の
場
合
も
、
納
税
者
が
上
記
の
手
続
に
お
い
て
当
事
者
で
あ
る
場
合
に
の
み
開
示
が
許
さ
れ
る
。

そ
の
他
に
も
租
税
行
政
の
目
的
の
た
め
に
、
申
告
書
、
申
告
関
連
情
報
及
び
一
定
の
他
の
デ
ー
タ
の
開
示
が
認
め
ら
れ
る
場
合
が
あ

る
）
（（
（

。
例
え
ば
、
納
税
者
の
申
告
書
に
関
す
る
事
実
に
つ
い
て
開
示
さ
れ
た
誤
っ
た
表
示
を
訂
正
す
る
た
め
の
開
示
や
租
税
条
約
に
基
づ
く

他
国
の
所
管
官
庁
へ
の
開
示
な
ど
が
許
さ
れ
て
い
る）（（
（

。
ま
た
、
内
国
歳
入
庁
の
職
員
は
、
申
告
書
の
調
査
等
の
た
め
に
必
要
で
あ
る
が
入

手
不
可
能
な
情
報
を
得
る
た
め
に
必
要
な
限
り
で
申
告
関
連
情
報
を
開
示
す
る
こ
と
が
で
き
る）（（
（

。

（
（
）　

租
税
以
外
の
連
邦
政
府
機
関
へ
の
開
示

租
税
犯
以
外
の
犯
罪
捜
査
の
ケ
ー
ス
で
は
、
連
邦
地
方
裁
判
所
判
事
又
は
治
安
判
事
が
一
定
の
要
件
を
満
た
し
た
と
の
確
信
を
得
た
場

合
に
、
一
方
当
事
者
の
申
し
立
て
の
み
に
基
づ
く
裁
判
所
命
令
に
従
っ
て
、
申
告
書
及
び
納
税
者
申
告
情
報
が
開
示
さ
れ
る）（（
（

。
他
の
連
邦

政
府
機
関
の
捜
査
及
び
手
続
の
ケ
ー
ス
で
は
、
一
定
の
限
界
条
件
及
び
保
護
の
下
で
、
申
告
関
連
情
報
の
開
示
が
認
め
ら
れ
て
い
る）（（
（

。

申
告
書
及
び
申
告
関
連
情
報
は
、
納
税
者
を
特
定
し
、
開
示
又
は
閲
覧
請
求
の
理
由
を
明
確
に
記
し
た
上
で
、
大
統
領
自
身
に
よ
っ
て

署
名
さ
れ
た
依
頼
書
に
応
じ
て
、
大
統
領
又
は
ホ
ワ
イ
ト
ハ
ウ
ス
の
職
員
に
提
供
さ
れ
る）（（
（

。
ま
た
、
高
級
行
政
官
又
は
裁
判
官
の
ポ
ス
ト

に
指
名
さ
れ
る
可
能
性
の
あ
る
者
に
関
す
る
一
定
の
申
告
関
連
情
報
の
開
示
が
認
め
ら
れ
て
い
る）（（
（

。
こ
れ
ら
の
制
限
は
、
租
税
両
院
委
員

会
に
公
開
の
依
頼
が
通
知
さ
れ
る
こ
と
な
ど
に
よ
っ
て
、
さ
ら
に
強
化
さ
れ
て
い
る）（（
（

。

下
院
収
入
調
達
方
法
委
員
会
、
上
院
財
政
委
員
会
、
租
税
両
院
委
員
会
は
、
こ
れ
ら
の
議
長
又
は
租
税
両
院
委
員
会
の
補
佐
官
に
よ
る

書
面
依
頼
に
よ
っ
て
、
申
告
書
及
び
申
告
関
連
情
報
を
得
る
こ
と
が
で
き
る）（（
（

。
た
だ
し
、
特
定
の
納
税
者
に
関
連
し
う
る
資
料
は
非
公
開
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の
議
院
指
導
者
会
議
に
お
い
て
の
み
委
員
会
に
提
供
さ
れ
る
。
他
の
連
邦
議
会
委
員
会
は
、
委
員
会
が
上
院
議
員
又
は
下
院
議
員
の
決
議

に
よ
っ
て
申
告
書
又
は
申
告
関
連
情
報
を
検
査
す
る
権
限
を
与
え
ら
れ
た
場
合
に
、
委
員
会
議
長
の
書
面
依
頼
に
基
づ
い
て
、
非
公
開
の

議
院
指
導
者
会
議
に
お
い
て
用
い
る
た
め
に
申
告
書
及
び
申
告
関
連
情
報
を
得
る
こ
と
が
で
き
る）（（
（

。

そ
の
他
、
六
一
〇
三
条
は
、
一
定
の
連
邦
行
政
機
関
に
よ
る
統
計
上
の
利
用）（（
（

の
よ
う
な
租
税
以
外
の
目
的
の
た
め
の
開
示
を
認
め
て
い

る
。
た
と
え
ば
、
連
邦
会
計
検
査
院
長
に
よ
る
内
国
歳
入
庁
の
会
計
検
査）（（
（

、
連
邦
社
会
保
障
制
度
の
運
営）（（
（

、
学
生
ロ
ー
ン
プ
ロ
グ
ラ
ム
の

運
営）（（
（

な
ど
が
あ
る
。

（
（
）　

秘
密
保
護
と
強
制

上
記
の
秘
密
保
護
と
開
示
規
定
の
遵
守
を
保
障
す
る
た
め
に
、
六
一
〇
三
条
は
、
財
務
省
及
び
他
の
行
政
機
関
に
申
告
書
及
び
申
告
関

連
情
報
に
対
す
る
開
示
依
頼
の
規
格
化
さ
れ
た
記
録
の
恒
久
的
シ
ス
テ
ム
を
確
立
し
て
保
持
す
る
こ
と
を
要
求
し
、
ま
た
、
租
税
両
院
委

員
会
に
対
す
る
定
期
的
な
報
告
と
連
邦
会
計
検
査
院
長
に
よ
る
監
査
を
規
定
し
て
い
る）（（
（

。

こ
れ
に
加
え
て
、
内
国
歳
入
法
典
七
四
三
一
条
は
、
六
一
〇
三
条
に
違
反
す
る
開
示
に
よ
っ
て
被
害
を
被
っ
た
者
に
対
し
て
、
現
実
的

損
害
賠
償
及
び
懲
罰
的
損
害
賠
償
を
求
め
て
訴
訟
を
提
起
す
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
。
連
邦
政
府
の
職
員
が
故
意
又
は
過
失
に
よ
っ
て

六
一
〇
三
条
に
違
反
す
る
開
示
を
行
っ
た
場
合
に
は
、
納
税
者
は
連
邦
地
方
裁
判
所
に
損
害
賠
償
で
合
衆
国
政
府
を
訴
え
る
こ
と
が
で
き

る
）
（（
（

。
故
意
又
は
過
失
に
よ
っ
て
六
一
〇
三
条
に
違
反
す
る
開
示
を
行
っ
た
者
は
、
損
害
賠
償
に
対
し
て
個
人
的
に
責
任
を
負
う）（（
（

。
い
ず
れ

の
場
合
に
お
い
て
も
、
原
告
が
六
一
〇
三
条
に
違
反
す
る
開
示
を
発
見
し
て
か
ら
二
年
以
内
に
訴
訟
を
提
起
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い）（（
（

。
回

復
可
能
な
損
害
は
、
一
〇
〇
〇
ド
ル
も
し
く
は
六
一
〇
三
条
に
違
反
す
る
開
示
か
ら
生
じ
た
実
際
の
損
害
額
に
、
そ
の
開
示
が
故
意
で
あ



三
二
二

る
場
合
又
は
重
過
失
か
ら
生
じ
た
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
懲
罰
的
損
害
賠
償
が
加
算
さ
れ
、
さ
ら
に
、
訴
訟
費
用
と
相
応
な
弁
護
士
費

用
を
加
え
た
金
額
で
あ
る）（（
（

。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
開
示
が
善
意
に
よ
る
も
の
で
あ
る
が
六
一
〇
三
条
の
解
釈
を
誤
っ
た
場
合
又
は
そ
の

開
示
が
納
税
者
に
よ
っ
て
要
請
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
場
合
は
、
被
告
は
責
任
な
し
と
さ
れ
る）（（
（

。

六
一
〇
三
条
に
違
反
し
て
故
意
に
申
告
書
又
は
申
告
関
連
情
報
を
印
刷
又
は
出
版
し
た
者
は
、
五
〇
〇
〇
ド
ル
以
下
の
罰
金
及
び
五
年

以
下
の
懲
役
に
よ
っ
て
重
罪
に
処
さ
れ
る）（（
（

。
ま
た
、
あ
ら
ゆ
る
職
員
が
故
意
に
申
告
書
又
は
申
告
関
連
情
報
を
閲
覧
す
る
た
め
に
そ
れ
ら

の
情
報
に
ア
ク
セ
ス
す
る
の
は
違
法
で
あ
り）（（
（

、
こ
れ
に
違
反
し
た
者
に
対
し
て
は
、
一
〇
〇
〇
ド
ル
以
下
の
罰
金
も
し
く
は
一
年
以
下
の

懲
役
又
は
併
科
、
さ
ら
に
、
解
雇
さ
れ
る）（（
（

。

（
（
）　

他
の
法
と
の
関
係

一
九
六
六
年
に
制
定
さ
れ
た
情
報
公
開
法
（the Freedom

 of Inform
ation A

ct

）
は
、
一
般
的
に
、
内
国
歳
入
庁
を
含
む
す
べ
て
の
連

邦
機
関
に
対
し
て
、
情
報
と
記
録
を
公
開
す
る
こ
と
を
要
求
す
る）（（
（

。
情
報
公
開
法
は
、
政
府
が
所
有
す
る
情
報
へ
ア
ク
セ
ス
す
る
権
利
を

国
民
に
与
え
る
こ
と
を
意
図
し
て
制
定
さ
れ
た
が
、
個
人
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
保
護
も
必
要
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
い
く
つ
か
の
除
外
を
定
め

て
い
る
。
そ
の
一
つ
が
、
法
令
に
よ
っ
て
明
確
に
公
開
か
ら
除
外
さ
れ
て
い
る
場
合
で
あ
り）（（
（

、
連
邦
最
高
裁
判
所
は
、
六
一
〇
三
条
は
こ

れ
に
該
当
す
る
と
判
示
し
て
い
る）（（
（

。

一
九
七
四
年
に
制
定
さ
れ
た
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
法
（the Privacy A

ct

）
は
、内
国
歳
入
庁
を
含
む
す
べ
て
の
連
邦
機
関
に
高
度
の
正
確
性
、

適
切
性
、
適
時
性
、
完
全
性
を
も
っ
て
記
録
体
制
を
維
持
す
る
こ
と
を
要
求
す
る）（（
（

。
政
府
が
情
報
を
収
集
し
、
蓄
積
し
、
分
析
し
て
広
め

る
必
要
性
を
認
識
し
て
、
議
会
は
、
個
人
情
報
は
公
表
さ
れ
な
い
又
は
他
の
政
府
機
関
に
間
違
っ
た
状
態
で
公
開
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
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を
個
人
に
保
障
す
る
こ
と
を
意
図
し
て
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
法
を
制
定
し
た
。
こ
の
法
に
違
反
す
る
行
為
に
よ
っ
て
権
利
を
侵
害
さ
れ
た
個
人

は
、
違
反
し
た
機
関
に
対
し
て
損
害
賠
償
を
求
め
る
民
事
訴
訟
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
判
例
に
よ
る
と
、
六
一
〇
三
条

は
明
示
的
に
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
法
を
修
正
し
て
い
な
い
が
、
議
会
は
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
法
を
含
む
先
行
法
の
す
べ
て
の
矛
盾
す
る
規
定
を
破
棄

す
る
こ
と
を
意
図
し
た
と
し
て
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
法
は
内
国
歳
入
庁
に
は
適
用
さ
れ
な
い）（（
（

。
し
た
が
っ
て
、
納
税
者
は
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー

の
保
護
を
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
法
で
は
な
く
、
六
一
〇
三
条
に
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

4　

わ
が
国
の
現
状
と
課
題

租
税
情
報
の
保
護
に
つ
い
て
、
ア
メ
リ
カ
の
制
度
と
比
較
す
る
と
、
わ
が
国
の
制
度
は
ま
だ
ま
だ
不
十
分
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
わ

が
国
に
お
け
る
租
税
情
報
の
保
護
と
し
て
は
、
ま
ず
、
租
税
職
員
の
守
秘
義
務
が
挙
げ
ら
れ
る
。
守
秘
義
務
は
、
国
家
公
務
員
法
及
び
地

方
公
務
員
法
に
お
い
て
規
定
さ
れ
て
い
る
が
（
国
家
公
務
員
法
一
〇
〇
条
一
項
・
一
〇
九
条
一
二
号
、
地
方
公
務
員
法
三
四
条
一
項
・
六
〇
条
二
号
）、

租
税
職
員
に
つ
い
て
は
、
国
税
通
則
法
及
び
地
方
税
法
に
お
い
て
も
同
様
の
規
定
が
置
か
れ
て
罰
則
が
加
重
さ
れ
て
い
る
（
国
税
通
則
法

一
二
六
条
、
地
方
税
法
二
二
条
）。
こ
の
租
税
職
員
の
守
秘
義
務
を
根
拠
と
し
て
、
金
子
宏
名
誉
教
授
は
、「
租
税
情
報
開
示
禁
止
原
則
」
を

提
唱
し
、
租
税
行
政
庁
は
、
他
の
行
政
機
関
や
国
家
機
関
か
ら
、
納
税
者
等
の
秘
密
が
含
ま
れ
た
書
類
の
提
出
・
開
示
・
閲
覧
等
の
要
求

が
あ
っ
て
も
、
こ
れ
に
応
じ
て
は
な
ら
な
い
と
解
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る）（（
（

。
そ
の
理
由
と
し
て
は
、
納
税
者
等
の
秘
密
は
税
務
調
査
の
過

程
で
、
そ
の
意
に
反
し
て
、
た
ま
た
ま
租
税
職
員
に
知
ら
れ
る
こ
と
が
少
な
く
な
い
が
、
税
務
調
査
の
権
限
は
租
税
の
確
定
・
徴
収
を
確

実
に
行
う
た
め
に
の
み
認
め
ら
れ
た
権
限
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
納
税
者
等
の
秘
密
は
公
務
員
法
の
場
合
よ
り
も
手
厚
い
保
護
が
必
要
で
あ
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る
こ
と
と
、
申
告
納
税
制
度
に
対
す
る
納
税
者
の
協
力
を
確
保
す
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る）（（
（

。

も
っ
と
も
、
守
秘
義
務
の
場
合
、
職
務
上
知
る
こ
と
の
で
き
た
秘
密
を
漏
ら
し
て
は
な
ら
い
旨
の
規
定
が
あ
る
だ
け
で
、
秘
密
に
つ
い

て
は
定
義
規
定
が
な
く
、
そ
の
範
囲
が
不
明
確
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
秘
密
と
は
、「
非
公
知
の
事
項
で
あ
っ
て
、
実
質
的
に
も

そ
れ
を
秘
密
と
し
て
保
護
す
る
に
価
す
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
を
い
う
」
と
解
す
る
実
質
秘
説
が
現
状
の
判
例）（（
（

・
通
説
で
あ
る
が）（（
（

、
何
が

実
質
秘
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
は
明
確
と
は
言
い
が
た
い
。
ま
た
、
租
税
情
報
が
秘
密
に
該
当
す
る
と
し
て
も
、
法
令
に
よ
っ
て
開
示
が

要
求
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
、
こ
の
場
合
、
守
秘
義
務
は
解
除
さ
れ
開
示
が
許
さ
れ
る
と
解
さ
れ
て
い
る
が）（（
（

、
そ
の
定
め
が
明
確
で
は
な
い

法
令
が
少
な
か
ら
ず
見
ら
れ
る）（（
（

。
さ
ら
に
、
守
秘
義
務
は
、
あ
く
ま
で
も
行
政
内
部
の
服
務
規
律
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
租
税

情
報
の
保
護
は
間
接
的
な
も
の
に
過
ぎ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
守
秘
義
務
だ
け
は
十
分
で
は
な
い
。

次
に
、わ
が
国
に
お
け
る
租
税
情
報
の
保
護
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
が
、二
〇
〇
三
年
に
制
定
さ
れ
た
行
政
機
関
個
人
情
報
保
護
法
（
行

政
機
関
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
）
で
あ
る
。
同
法
は
、
個
人
情
報
が
行
政
機
関
で
利
用
さ
れ
る
こ
と
の
有
用
性
を
配
慮

し
つ
つ
、
個
人
の
権
利
利
益
を
保
護
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
制
定
さ
れ
た
（
同
法
一
条
）。
し
た
が
っ
て
、
直
接
的
に
個
人
情
報
を
保
護

す
る
も
の
で
あ
り
、
守
秘
義
務
に
よ
る
間
接
的
な
保
護
よ
り
も
一
歩
進
ん
だ
保
護
態
勢
と
言
え
る
。
た
だ
し
、
同
法
は
、
ア
メ
リ
カ
の
制

度
の
よ
う
に
、
租
税
情
報
の
み
を
対
象
と
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
か
ら
、
租
税
情
報
の
保
護
と
い
う
観
点
か
ら
す
る
と
不
十
分
な
点
が

い
く
つ
か
見
ら
れ
る
。
一
つ
は
、
法
人
の
情
報
が
保
護
の
対
象
に
な
っ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
同
法
で
保
護
の
対
象
と
さ
れ
る
の
は
個

人
情
報
、
す
な
わ
ち
、
生
存
す
る
個
人
に
関
す
る
情
報
で
あ
り
（
同
法
二
条
二
項
）、
秘
密
に
該
当
す
る
情
報
だ
け
が
保
護
の
対
象
と
な
っ

て
い
る
守
秘
義
務
の
場
合
よ
り
も
広
い
。
し
か
し
、
法
人
情
報
に
つ
い
て
は
、
秘
密
に
該
当
す
る
場
合
は
、
守
秘
義
務
で
は
保
護
の
対
象

と
な
る
の
に
対
し
て
、
同
法
で
は
保
護
の
対
象
と
は
な
ら
な
い
。
法
人
は
、
経
済
競
争
を
勝
ち
抜
く
た
め
に
経
営
上
の
秘
密
を
有
し
て
い
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租
税
情
報
の
保
護
と
開
示
（
西
本
）

る
が
、
そ
の
秘
密
が
租
税
情
報
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
多
々
あ
る）（（
（

。
こ
の
点
か
ら
す
る
と
、
ア
メ
リ
カ
の
制
度
の
よ
う
に
租
税
情

報
に
つ
い
て
は
、
法
人
に
つ
い
て
も
保
護
の
対
象
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

も
う
一
つ
は
、
保
有
個
人
情
報
の
利
用
・
提
供
制
限
の
例
外
が
明
確
と
は
言
え
な
い
こ
と
で
あ
る
。
同
法
に
は
、
保
有
個
人
情
報
の
利

用
目
的
以
外
の
利
用
・
提
供
の
禁
止
原
則
の
規
定
が
置
か
れ
て
い
る
（
同
法
八
条
一
項
）。
そ
の
例
外
の
一
つ
と
し
て
、「
保
有
個
人
情
報
の

提
供
を
受
け
る
者
が
、
法
令
で
定
め
る
事
務
又
は
業
務
の
遂
行
に
必
要
な
限
度
で
提
供
に
係
る
個
人
情
報
を
利
用
し
、
か
つ
、
当
該
個
人

情
報
を
利
用
す
る
こ
と
に
つ
い
て
相
当
の
理
由
が
あ
る
と
き
」
が
定
め
ら
れ
て
い
る
（
同
法
八
条
二
項
三
号
）。
し
か
し
、
守
秘
義
務
の
と

こ
ろ
で
指
摘
し
た
よ
う
に
、
法
令
の
中
に
は
、
ど
の
よ
う
な
場
合
に
提
供
が
認
め
ら
れ
る
の
か
明
確
に
定
め
て
い
な
い
場
合
が
少
な
く
な

い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
も
ま
た
、
租
税
情
報
の
保
護
と
し
て
は
不
十
分
で
あ
る
。

租
税
情
報
は
、
他
の
情
報
と
は
異
な
る
特
殊
性
を
有
し
て
い
る
。
申
告
情
報
に
つ
い
は
、
納
税
者
の
自
己
申
告
に
基
づ
い
て
得
ら
れ
る

情
報
で
あ
る
し
、
税
務
調
査
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
情
報
は
、
調
査
拒
否
に
対
す
る
罰
則
の
威
嚇
に
よ
っ
て
間
接
的
に
調
査
受
諾
を
強
制
し

て
得
ら
れ
た
情
報
で
あ
る
。
ま
た
、
租
税
情
報
は
、
他
の
行
政
機
関
や
国
家
機
関
の
多
く
で
必
要
と
さ
れ
る
情
報
で
も
あ
る
。
た
と
え
ば
、

給
付
の
条
件
な
ど
に
所
得
制
限
が
用
い
ら
れ
て
い
る
場
合
、
そ
の
判
定
に
は
租
税
情
報
は
不
可
欠
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
す
る

と
、
租
税
情
報
に
つ
い
て
は
、
守
秘
義
務
や
行
政
機
関
個
人
情
報
保
護
法
と
は
別
に
、
ア
メ
リ
カ
の
制
度
の
よ
う
に
租
税
法
の
中
に
規
定

を
置
き
、
ど
の
よ
う
な
場
合
に
例
外
と
し
て
他
の
行
政
機
関
や
国
家
機
関
へ
の
情
報
の
開
示
が
認
め
ら
れ
る
の
か
明
確
に
規
定
し
て
、
そ

の
保
護
を
図
る
べ
き
で
あ
ろ
う）（（
（

。
ま
た
、
ア
メ
リ
カ
の
制
度
の
よ
う
に
開
示
の
要
求
件
数
等
に
つ
い
て
、
記
録
に
残
し
て
公
開
す
べ
き
で

あ
る
。
租
税
情
報
の
中
に
は
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
に
関
わ
る
も
の
が
多
く
含
ま
れ
て
い
る
。
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
権
は
自
己
情
報
管
理
権
で
あ
る

と
考
え
ら
れ
て
い
る）（（
（

こ
と
か
ら
す
る
と
、
納
税
者
等
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
を
保
護
す
る
た
め
に
は
、
自
己
に
関
す
る
租
税
情
報
が
ど
の
程
度
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目
的
外
利
用
さ
れ
て
い
る
の
か
公
開
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

5　

お
わ
り
に

ア
メ
リ
カ
で
は
、
古
く
か
ら
申
告
納
税
制
度
が
採
用
さ
れ
て
き
て
い
る
が
、
わ
が
国
で
も
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
、
申
告
納
税
制
度
が

広
く
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
現
在
で
は
、
国
税
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
が
原
則
的
・
一
般
的
方
法
と
な
っ
て
い
る）（（
（

。
両
国
と
も
申
告
納

税
制
度
を
採
用
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
租
税
情
報
の
保
護
に
つ
い
て
は
、
ア
メ
リ
カ
に
比
べ
る
と
わ
が
国
は
か
な
り
遅
れ
て
い
る

と
評
価
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
が
導
入
さ
れ
、
租
税
情
報
の
有
用
性
が
ま
す
ま
す
高
ま
る
中
で
、
租
税
情
報
の
保
護
を

強
化
す
る
こ
と
は
喫
緊
の
課
題
と
言
え
よ
う
。

（
（
）
田
中
治
「
行
政
情
報
の
開
示
に
関
す
る
最
近
の
動
向
と
税
務
情
報
取
扱
い
上
の
課
題
」
税
五
一
巻
七
号
六
頁
（
一
九
九
六
年
）
参
照
。

（
（
）A

ct of A
ug. （, （（（（, ch. （（,§§

（（, （0, （（, （（ Stat. （0（

─（（（. See generally Richard D
. Pom

p, T
he D

isclosure of Corporate 
Incom

e T
ax D

ata: T
urning the Clock Back to the Future, （（ Cap. U

. L. Rev. （（（, （（0 （（（（（

）, Joshua D
. Blank, In D

efense 
of Individual T

ax Privacy, （（ Em
ory L. J. （（（, （（（ （（0（（

）.　

こ
の
歴
史
を
日
本
語
で
紹
介
す
る
文
献
と
し
て
は
、
下
川
環
「
ア
メ
リ
カ

に
お
け
る
税
務
情
報
公
開
制
度
の
一
考
察
─
『
情
報
自
由
法
』
と
税
務
情
報
と
の
関
係
を
中
心
に
」
法
律
論
叢
六
九
巻
一
号
一
五
─
二
〇
頁
（
一

九
九
六
年
）
参
照
。

（
（
）A

ct of July （, （（（（, ch. （（（,§
（（, （（ Stat. （（（.

（
（
）A

ct of July （, （（（（, ch. （（（,§§
（（, （（, （（ Stat. （（（, （（（.

（
（
）A

ct of June （0, （（（（, ch. （（（,§
（（, （（ Stat. （（（.
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租
税
情
報
の
保
護
と
開
示
（
西
本
）

（
（
）Pom

p, supra note （（

）, at （（（.
（
（
）Jam

es N
. Benedict &

 Leslie A
. Lupert, Federal Incom

e T
ax Returns - T

he T
ension Betw

een Governm
ent A

ccess and 
Confidentiality, （（ Cornell L. Rev. （（0, （（（ （（（（（

）.

（
（
）Blank, supra note （（

）, at （（（.

（
（
）George K

. Y
in, Reform

ing （and Saving

） the IRS by Respecting the Public’s Right to K
now

, （00 V
a. L. Rev. （（（（, （（（（ 

（（0（（

）.

（
（0
）A

ct of July （（, （（（0, ch. （（（,§
（（, （（ Stat. （（（, （（（.

（
（（
）A

ct of July （（, （（（0, ch. （（（,§
（, （（ Stat. （（（, （（（.

（
（（
）A

ct of A
ug. （（, （（（（, ch. （（（,§

（（, （（ Stat. （0（, （（（.

（
（（
）A

ct of A
ug. （（, （（（（, ch. （（（,§

（（, （（ Stat. （0（, （（（

─（（（.

（
（（
）Pollock v. Farm

ers’ Loan &
 T

rust Co., （（（ U
.S. （（（ （（（（（

）.

（
（（
）A

ct of A
ug. （, （（0（, ch. （,§

（（, （（ Stat. （（, （（（ .

（
（（
）A

ct of A
ug. （, （（0（, ch. （,§

（（, （（ Stat. （（, （（（.

（
（（
）Pom

p, supra note （（

））, at （（（

─（（（, D
avid Lenter, Joel Slem

rod &
 D

ougls Shackelford, Public D
isclosure of Corporate T

ax 
Return Inform

ation: A
ccounting, Econom

ics, and Legal Perspectives, （（ N
at’l T

ax J. （0（, （0（ （（00（

）.

（
（（
）Pom

p, supra note （（

）, at （（（.

（
（（
）A

ct of June （（, （（（0, ch. （（（, （（ Stat. （（（, （（（.

（
（0
）U

.S. Const. am
end. X

V
I.

（
（（
）Incom

e T
ax Law

 of （（（（, ch. （（,§
（, （（ Stat. （（（.

（
（（
）Incom

e T
ax Law

 of （（（（, ch. （（,§
（ （G

）（d

）, （（ Stat. （（（, （（（.

（
（（
）Y

in, supra note （（

）, at （（（（, Lenter, Slem
rod &

 Shackelford, supra note （（（

）, at （0（.

（
（（
）Revenue A

ct of （（（（, ch. （（（,§
（（（ （b

）, （（ Stat. （（（, （（（.

（
（（
）Y

in, supra note （（

）, at （（（（, Lenter, Slem
rod &

 Shackelford, supra note （（（
）, at （0（.
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（
（（
）Revenue A

ct of （（（（, ch. （（,§
（（（ （e

）, （（ Stat. （, （（.
（
（（
）Y

in, supra note （（

）, at （（（（.
（
（（
）Y

in, supra note （（

）, at （（（（.

（
（（
）Revenue A

ct of （（（（, ch. （（（,§
（（ （b

）, （（ Stat. （（0, （（（.

（
（0
）A

ct of A
pr. （（, （（（（, ch. （（, （（ Stat. （（（. Lenter, Slem

rod &
 Shackelford, supra note （（（

）, at （0（.

（
（（
）Y

in, supra note （（

）, at （（（0, Benedict &
 Lupert, supra note （（（

）, at （（（. 

（
（（
）Y

in, supra note （（

）, at （（（0

─（（（（, Joseph J. D
arby, Confidentiality and the Law

 of T
axation, （（ A

m
. J. L. （（（, （（0 （（（（（

）.

（
（（
）Blank, supra note （（

）, at （（（.

（
（（
）IRC§

（（0（ （a

）.　

同
法
の
概
要
を
紹
介
す
る
日
本
語
の
文
献
と
し
て
は
、
石
村
耕
治
『
納
税
者
番
号
制
と
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
─
高
度
情
報
化
社
会

に
お
け
る
納
税
者
の
権
利
』（
中
央
経
済
社
、一
九
九
〇
年
）
一
三
五
─
一
四
〇
頁
、佐
伯
彰
洋
「
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
税
務
情
報
と
情
報
公
開
（
一
）」

同
志
社
法
学
四
二
巻
五
号
三
六
─
四
一
頁
（
一
九
九
一
年
）
参
照
。
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租
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報
の
保
護
と
開
示
（
西
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（
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）Church of Scientology of Cal. v. IRS, （（（ U

S （ （（（（（
）; Log v. IRS, （（（ F.（d （（（ （（th Cir., （（（（

）.　

こ
の
点
に
関
す
る
日
本
語
の

文
献
と
し
て
は
、
佐
伯
・
前
掲
注（
（（
）、
同
「
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
税
務
情
報
と
情
報
公
開
（
二
─

三
）」
同
志
社
法
学
四
二
巻
六
号
四
六
頁
、
同

四
三
巻
一
号
六
三
頁
（
一
九
九
一
年
）、
下
川
・
前
掲
注（
（
）二
四
頁
以
下
参
照
。

（
（（
）（ U

SC§
（（（a.

（
（（
）Cheek v. Internal Revenue Service, （0（ F.（d （（（ （（th Cir., （（（（
）; M

allas v. K
olak, （（（ F.Supp. （（（ （M

.D
.N

.C., （（（（
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（
（（
）
金
子
宏
『
租
税
法
（
第
二
十
一
版
）』
八
一
三
頁
（
弘
文
堂
、
二
〇
一
六
年
）、
同
「
納
税
者
番
号
制
度
と
納
税
者
の
秘
密
保
護
」『
所
得
課
税
の

法
と
政
策
』
一
九
三
頁
（
有
斐
閣
、
一
九
九
六
年
、
初
出
、
一
九
七
八
年
）、
同
「
税
務
情
報
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
─
納
税
者
番
号
制
度
を
視
野
に
入
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情
報
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護
と
開
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西
本
）

れ
て
」
同
二
四
一
頁
（
初
出
、
一
九
九
四
年
）。

（
（（
）
金
子
・
前
掲
注（
（（
）『
租
税
法
』
八
一
二
頁
、
同
「
税
務
情
報
」
二
四
一
頁
。

（
（0
）
最
高
裁
判
所
昭
和
五
二
年
一
二
月
一
九
日
第
二
小
法
廷
決
定
（
刑
集
三
一
巻
七
号
一
〇
五
三
頁
）。

（
（（
）
判
例
・
学
説
の
動
向
に
つ
い
て
は
、
玉
國
文
敏
「
徴
税
資
料
の
秘
匿
と
国
家
公
務
員
法
一
〇
〇
条
一
項
の
『
秘
密
』
の
意
義
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
五

六
九
号
一
三
一
頁
（
一
九
七
四
年
）、
同
「
職
務
上
の
秘
密
」
行
政
法
の
争
点
（
新
版
）
一
三
四
頁
（
一
九
九
〇
年
）、
下
井
康
史
「
公
務
員
の
守

秘
義
務
」
行
政
法
の
争
点
七
二
頁
（
二
〇
一
四
年
）
参
照
。

（
（（
）
金
子
・
前
掲
注（
（（
）『
租
税
法
』
八
一
三
頁
。

（
（（
）
金
子
・
前
掲
注（
（（
）「
納
税
者
番
号
」
一
九
三
頁
。

（
（（
）
金
子
・
前
掲
注（
（（
）「
税
務
情
報
」
二
三
六
─
七
頁
。

（
（（
）
金
子
宏
東
京
大
学
名
誉
教
授
は
、
予
て
よ
り
、
租
税
情
報
開
示
禁
止
原
則
を
国
税
通
則
法
の
中
に
明
定
し
て
、
ど
の
よ
う
な
場
合
に
例
外
が
認

め
ら
れ
る
か
を
明
確
に
規
定
す
べ
き
と
主
張
さ
れ
て
い
る
（
金
子
・
前
掲
注（
（（
）「
納
税
者
番
号
」
一
九
三
─
四
頁
、
金
子
・
前
掲
注（
（（
）「
税
務

情
報
」
二
四
二
頁
）。

（
（（
）
佐
藤
幸
治
「
権
利
と
し
て
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
七
四
二
号
一
六
二
頁
参
照
。

（
（（
）
金
子
・
前
掲
注（
（（
）『
租
税
法
』
八
一
七
頁
。

（
国
士
舘
大
学
法
学
部
教
授
）


